
 
    

府内初府内初府内初府内初！！！！「「「「木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅等等等等のののの耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策にににに関関関関するするするする協定協定協定協定」」」」をををを締結締結締結締結しましたしましたしましたしました    
～耐震診断・改修から補助金の申請まで、協定締結事業者が最後まで対応～ 
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１１１１    協定協定協定協定のののの締結締結締結締結とそのとそのとそのとその背景背景背景背景    
    

箕面市では、昭和５６年５月以前に建てられた住宅を対象に、平成９年度から耐

震診断、平成２０年度から耐震改修に必要な費用の一部を補助しています。 

この補助は、昔の耐震基準で設計されている昭和５６年５月以前に建てられた住

宅を、現在の耐震基準まで引き上げることを目的としているもので、耐震診断は年

間約３０名、耐震改修は年間約１０名の市民のかたが利用しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
しかし、市民のかたからは、「耐震対策について検討したいが、誰に相談すれば

よいのかわからない」、「訪問販売に来た業者では、リフォーム詐欺などで不安」と

いった声がありました。 

そこで今回、市民のかたの不安を一掃するとともに、住宅のさらなる耐震化を促

進していくために、市内に本店又は営業所を有する事業者９社との間で、「木造住

宅等の耐震対策に関する協定」を８月８日（月）に締結しました。 

行政と民間事業者が耐震対策に関する協定を締結し、官民が一致団結して住宅の

さらなる耐震化を進める取り組みは、大阪府内では箕面市が初めてとなります。 

    
    
    
    

箕   面   市 

緑豊かな北大阪都市みのお 

 箕面市は、市内に本店又は営業所を有する事業者９社との間で、「木造住宅等の耐

震対策に関する協定」を８月８日（月）に締結しました。 

行政と民間事業者が耐震対策に関する協定を締結し、官民が一致団結して住宅の

さらなる耐震化を進める取り組みは、大阪府内では箕面市が初めてとなります。 

 協定では、昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅等を対象に、耐震診断・設

計・改修から箕面市への補助金の申請手続き（無料で代行）まで、協定を締結した

事業者が最後まで責任をもって対応することとしています。 

市民のかたは、住宅の耐震対策の全てを、協定を締結した事業者に一貫してお任

せできるので、手間をかけることなく安心して耐震化を行うことができます。 
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家家家家がががが倒壊倒壊倒壊倒壊したしたしたした場合場合場合場合ののののリスクリスクリスクリスク    
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２２２２    締結内容締結内容締結内容締結内容ののののポイントポイントポイントポイント    
    

○昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅等を対象に、耐震診断、設計、改修、

補助金の申請手続きまで、協定締結事業者が最後まで責任をもって対応する。 

○箕面市への補助金の申請手続きは、市民に代わって事業者が無料で行う。 
 

市民のかたは、住宅の耐震対策の全てを、協定を締結した事業者に一貫してお任

せできるので、手間をかけることなく安心して耐震化を行うことができます。 

 

３３３３    耐震耐震耐震耐震にかかるにかかるにかかるにかかる補助概要補助概要補助概要補助概要    
    

○補助対象となる建築物：昭和５６年５月３１日以前に建てられた木造住宅等 

○補助金【昭和５６年５月３１日以前に建てられた木造戸建て住宅の場合】 

・診断…耐震診断費用の９割（限度額４万５千円） 

 ・設計…耐震設計費用の７割（限度額１０万円） 

 ・改修…耐震改修費用の一部として定額４０万円（低所得者は、定額６０万円） 

    
４４４４    耐震耐震耐震耐震対策対策対策対策のののの流流流流れれれれ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
５５５５    協定協定協定協定をををを締結締結締結締結したしたしたした事業者事業者事業者事業者のののの一覧一覧一覧一覧（（（（五十音順五十音順五十音順五十音順））））    
    

協定締結事業者協定締結事業者協定締結事業者協定締結事業者    所在地所在地所在地所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

イノウエ建築設計 今宮４－１１－２－１０１ ０７２－７２８－２２２４ 

岡田一級建築士事務所 桜井２－６－６ ０７２－７２２－００４３ 

北谷建設㈱ 新稲２－１－４３ ０７２－７２３－３４３１ 

㈱ケイ・ジェイ・ワークス 彩都粟生南１－１６－２９ ０７２－７２８－５５９７ 

城下工務店㈲ 如意谷２－１０－８５ ０７２－７２２－１４２６ 

大和ハウス工業㈱北摂支店 箕面４－８－６６ ０７２－７２０－２５２７ 

比石益二建築設計室 箕面６－５－７１－４０２ ０７２－７２２－１２７７ 

㈱ホクト住建 白島１－７－２５－２０１ ０７２－７４９－３５００ 

㈱ヤマイチ 今宮３－１０－２６ ０７２－７２９－２９２９ 

 

①耐震相談、耐震対策

の依頼 
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②補助金の交付申請 

（代行申請） ③耐震業務の実施 

⑤実績報告書を提出 ④業務代金の支払い 

 ⑥補助金の支払い 
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問い合わせ先 

みどりまちづくり部 建築指導課 

TEL 072-724-6972（直通） 


